
理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（目的） 

第１条 この基準は、定款の規定に基づき理事及び監事並びに評議員に対する報酬の支給の基準

について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とし、週５日、業務に従事するも

のをいう。 

（基準の範囲） 

第３条 この基準における報酬には、職員理事の給与等は含まない。ただし、固定休日に理事業

務に携わった場合は、非常勤理事の報酬として支給する。 

（報酬の額の算定方法） 

第４条 報酬の額の算定方法は、理事会において決定する。 

２ 算定方法は、別紙に記載のとおりである。 

３ この法人の全理事の報酬総額は、年間１０００万円以内とする。 

４ この法人の全監事の報酬総額は、年間４０万円以内とする。 

５ 前項の方法により算定した報酬、基準業務、その他の関連事項は、次のとおりである。 

 

（評議員の報酬） 

 日 額 

評議員会への出席 18,000 円 

上記の他、法人・施設業務のための出勤 18,000 円 

※ 定款に定める総額を超えることはできないことに留意すること。 

（常勤役員の報酬） 

役職名 月 額 

常勤理事長 600,000 円 

常勤理事    400,000 円 

   ※常勤役員は１名までとする。 

※常勤役員が施設代表職、副代表職、専門職等を兼務した場合は月額 100,000 円を加算 

する。加算額は 100,000 円までとする。 

（非常勤理事の報酬） 

 日 額 

理事会等会議への出席   18,000 円 

上記の他、法人・施設業務のための出勤   18,000 円 

（非常勤監事の報酬） 

 日 額 

監事監査等への出席 18,000 円 

理事会、評議員会等会議への出席 18,000 円 

上記の他、法人・施設業務のための出勤 18,000 円 

 



 

（退職慰労金） 

第５条 役員及び評議員が１任期以上勤め退職した場合は、任期継続期間の１年当り 3,000円の

退職慰労金を支給することができるものとする。 

２ 前項の規定は、現に役員・評議員である者の当初就任年月日に遡及して適用するものとす

る。 

（年次有給休暇） 

第６条 常勤役員は、労働基準法の定める年次有給休暇を取得することができる。職員理事から

常勤理事への変更の場合は、年次有給休暇を引き継ぐ。 

（休日の振替） 

第７条 法人業務において、固定的な休日を設定している常勤役員は、業務に支障がない場合に

は休日を振替えることができる。 

（報酬額の支給） 

第８条 基準月額が定められた役員に対する報酬は、法人の給与規程第４条銀行口座振込及び控

除、第５条計算期間及び支給日、第６条給与計算、の各規定に基づく算定額を支給するものとす

る。 

３ 非常勤の理事、監事、評議員に対する報酬等は、業務に従事した都度、1回当り報酬額を現

金で支給するものとする。ただし、基準業務時間を 3時間とし、それを超え１時間以上業務に従

事した場合は、１回当り 2,000円を加算して支給することができるものとする。 

（基準の成立） 

第９条 この基準は、評議員会の決議により成立する。 

（基準の公表） 

第１０条 この基準は、公表するものとする。 

（基準の改廃） 

第１１条 この基準の改廃は、評議員会の決議により行う。 

（実施規定） 

第１２条 この基準の実施に関し、必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。 

 

附則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

第１次改正  平成３０年６月１５日（この基準は平成３０年４月 1日に遡及して施行する） 

附則 

第２次改正  令和元年６月１４日（この基準は平成３１年４月 1日に遡及して施行する） 

附則 

第３次改正 令和５年７月 １日 

 

 

 



理事・監事・評議員報酬の改正理由及び算定方法 

 

１ 報酬額の改正理由 

これまでの４施設の運営に加え、新規事業への取り組みも始まり、法人の業務量も増加してい

る。また、報酬額決定の基準としている人件費平均額も年々増え、今後もこの傾向が続く見込み

から、役員等の報酬額を改正するのが妥当である。また、兵庫県指導指針の県所管法人の役員報

酬等の状況を参考にする必要がある。 

 

２ 報酬額改正の算定方法 

常勤役員の業務内容、業務量と責任に照らし、当法人の常勤職員、主任職員、施設長の年間給

与支払額、県所管法人の役員報酬等の状況をもとに報酬の改正額を算定した。また、現状に即し

基準内容を整理した。                    

  

 

  

 


